
富山県

令和7年度
 総合的な支援窓口はこちら
（公財）富山県新世紀産業機構
所在地：〒930-0866 富山市高田527
☎076-444-5600 ▲ホームページ

■ 発行元／富山県商工労働部地域産業振興室
所在地：〒930-8501 富山市新総曲輪 1-7
☎076-444-3247

■ 発行日／令和 7 年 3 月発行

※掲載している事業は、受付を終了している場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。 融資利率は令和 7 年 4 月現在のもので、今後変動する可能性があります。

▲ホームページ
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創業支援 機関名 電話番号

融
　
　
資

① 創業・事業承継支援資金［創業者枠］（県融資制度）
対象：事業を営んでいない個人で事業を開始する予定がある方又は事業を開始

した中小企業者であって、創業後5年以内の方
内容：融資限度額3,500万円、融資利率年1.25%以内

県経営支援課 ☎076-444-3248

助
成
・
補
助

② 起業なら富山！創業・移住支援事業
対象：県内に在住又は移住し、県内で起業（事業承継等を契機とした創業も含む）

を行う方
内容：魅力的で地域活性化に貢献するビジネスの起業・移住に必要な経費を

助成
（ⅰ）創業補助　補助率1/2、
　　上限 ①都市部地域 県在住者80万円、移住者180万円
　　　　 ②中山間地域 県在住者100万円、移住者200万円

（ⅱ）移住支援金　最大100万円

（公財）富山県新世紀産業機構 ☎076-444-5602

投
　
　
資

③ スタートアップ支援事業（とやま中小企業チャレンジファンド）
対象：県内に事業所を有する企業や県内の大学・研究機関と関連のある企業で

成長可能性の高い事業や社会課題解決に取り組む企業等
内容：研究開発及び事業運営に要する経費の一部を助成（助成率1/2、上限200

万円、助成期間最長2年）

県スタートアップ創業支援課 ☎076-444-8908

投
　
　
資

④ 元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業
対象：ベンチャー企業や事業承継者等
内容：（公財）富山県新世紀産業機構が中小企業者等の発行する株式や社債を

引き受けることによって長期低利の資金を提供
（ⅰ）間接投資：限度額5,000万円
（ⅱ）間接投資に係る債務保証
（ⅲ）直接投資：限度額1,000万円

（公財）富山県新世紀産業機構 ☎076-444-5602

そ
の
他
支
援

⑤ インキュベ―ション施設の提供
対象：起業や新事業の立上げ、新分

野に進出したい中小企業等
内容：情報通信環境等を整備した

オフィススペースを低廉な
家賃で提供

SCOP TOYAMA
（一財）富山県産業創造センター
（株）富山県総合情報センター
（株）富山県産業高度化センター

☎076-456-7373
☎0766-26-5151
☎076-432-1116
☎0766-62-0500

新事業展開等 機関名 電話番号

融
　
　
資

① 新事業展開支援資金［新事業展開・新分野進出支援枠］（県融資制度）
対象：現在の事業と日本標準産業分類が異なる事業を新たに行い、新事業の占

める割合が5年以内に1/4以上となることが見込まれる方
※現在の事業が建設業、卸・小売業である場合、新事業の占める割合が5年以内に

1/4以上になることを要しない。
内容：融資限度額4,000万円（うち運転資金1,000万円）、融資利率年1.30%以内

県経営支援課 ☎076-444-3248

助
成
・
補
助

② 地域資源活用事業（とやま中小企業チャレンジファンド）
対象：産地の技術や農林水産品、観光資源等、富山県が指定する地域資源を活用して

行う新商品・新サービスの開発等を行う中小企業者及び中小企業者のグループ
内容：新商品・新サービスの開発に要する経費及びそれに伴う販路開拓に要する

経費の一部を助成（助成率1/2、金額上限300万円） （公財）富山県新世紀産業機構 ☎076-444-5603
③ 農商工連携推進事業（とやま中小企業チャレンジファンド）
対象：新商品・新サービスの開発等を行う中小企業者等と農林漁業者との連携体
内容：新商品・新サービスの開発に要する経費及びそれに伴う販路開拓に要す

る経費の一部を助成（助成率2/3、金額上限200万円）
投
資 ④ 元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業（再掲「創業支援」④）

そ
の
他
支
援

⑤ 経営革新計画の承認
対象：中小企業等経営強化法に基づく特定事業者、そのグループ、組合等
内容：中小企業者が「中小企業等経営強化法」に基づく経営革新計画

を作成し、県の承認を受けて新事業活動を行うことにより、経営
の向上を図るもの計画が承認されると、政府系金融機関や県の
低利融資制度など幅広い支援措置を受けることが可能

〔申請先〕
県経営支援課

〔作成・相談先〕
富山県よろず支援拠点
その他支援機関

☎076-444-3249
☎076-444-5605

支援機関
検索
システム
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創業・新事業展開等
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技術開発 機関名 電話番号

支
援
機
関

① 県産業技術研究開発センター
対象：技術力向上と新商品開発に取り組む県内企業
内容：（ⅰ）技術支援：技術相談、技術指導、依頼試験、設備利用

（ⅱ）研究開発：共同研究
（ⅲ）技術者育成：研修生受け入れ、研究会の開催
（ⅳ）技術情報の提供：技術情報誌の発行、メルマガの配信、技術講習会・

テクノシンポジウムの開催、施設見学

県産業技術研究開発センター ☎0766-21-2121

助
成
・
補
助

② ものづくり研究開発支援事業（とやま中小企業チャレンジファンド）
対象：新商品・新技術の研究開発等による競争力強化の取り組みを行う中小企

業者及び中小企業者のグループ
内容：研究開発に要する経費の一部を助成（助成率1/2、上限200万円）

（公財）富山県新世紀産業機構

☎076-444-5607

③ 小さな元気企業応援事業（とやま中小企業チャレンジファンド）
対象：小規模企業者※及び小規模企業者のグループ
内容：商工団体の経営指導等を受けた事業計画に基づく（又は2社以上の小規

模企業者の連携による）新商品・新技術開発等に要する経費の一部を助成
（助成率1/2、上限50万円）
※従業員数が、製造業では20人以下、商業・サービス業では5人以下の事業者

☎076-444-5605

④ 産学官オープンイノベーション推進事業
対象：県内企業と大学又は公設試験研究機関等の産学官で構成されるグループ
内容：成長産業分野の産学官連携による新製品・新技術開発等に要する経費の

一部を補助
【成長産業分野】（補助率2/3以内※、上限300万円/年、支援期間最長2年間）

下線は重点支援分野
・グリーン：再エネ、水素・アンモニア、蓄電池、カーボンリサイクル・

マテリアル、資源循環
・モビリティ：次世代自動車、航空宇宙
・デジタル技術基盤：半導体、ロボット、電気電子、デジタルインフラ

【重点支援分野の支援内容】
＜再エネ、水素・アンモニア、蓄電池、次世代自動車＞
・単独企業枠　補助率2/3以内※、上限500万円/年、支援期間最長3年
・複数企業枠　補助率2/3以内※、上限1,000万円/年、支援期間最長3年
＜カーボンリサイクル・マテリアル、資源循環＞
・サーキュラーエコノミー推進枠　
  補助率2/3以内※、上限500万円/年、支援期間最長2年
※大学又は公設試験研究機関等との共同研究費について、共同研究先が県内

の機関である場合は10/10以内

☎076-444-5606

⑤ ヘルスケア産業育成創出事業
対象：県内企業と大学又は公設試験研究機関等の産学官で構成されるグループ
内容：ヘルスケア分野の産学官連携による新製品・新技術開発等に要する経費の

一部を補助（補助率2/3以内※、上限500万円/年等、支援期間最長３年）
※大学又は公設試験研究機関等との共同研究費について、共同研究先が県内の機

関である場合は10/10以内

☎0766-24-7112

⑥ 成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）
対象：県内企業と大学又は公設試験研究機関等の産学官で構成されるグループ
内容：ものづくり基盤技術及びサービスの高度化に向けて、大学又は公設試験研

究機関等と連携して行う研究開発等に要する経費の一部を補助
補助率
　（1）中小企業者等(補助率：2／3以内)
　（2）大学・公設試等(補助率：定額)
補助金額(上限額)
　（1）通常枠

単年度あたり4,500万円以下
2年間合計で7,500万円以下
3年間合計で9,750万円以下

　（2）出資獲得枠※
単年度あたり1億円以下
2年間合計で2億円以下
3年間合計で3億円以下
※補助上限額はファンド等が出資を予定している金額の2倍を上限とする。

☎076-444-5608
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技術開発・デザイン・デジタル化等
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デザイン 機関名 電話番号

支
援
機
関

① 県総合デザインセンター
対象：デザインを活用した商品開発に取り組む中小企業者
内容：（ⅰ）デザイン開発支援：商品試作に必要な設備の利用、商品化や商品開発

の相談、共同商品開発
（ⅱ）デザイン人材育成：各種研修等（CAD/CAM、VR、グラフィック関連

ソフトの操作等
（ⅲ）デザイン情報発信：ライブラリーの開放、企画展、機関紙の発行

県総合デザインセンター ☎0766-62-0510

知的財産権等 機関名 電話番号

支
援
機
関

①（一社）富山県発明協会
対象：特許、実用新案、意匠、商標等について知りたい、相談したい中小企業者
内容：（ⅰ）相談、情報提供

（ⅱ）特許公報類、大谷文庫等文献の閲覧サービス
（一社）富山県発明協会 ☎0766-27-1150

② 県知的所有権センター
対象：特許、実用新案、意匠、商標等について知りたい、相談したい中小企業者
内容：（ⅰ）相談、情報提供

（ⅱ）特許流通支援（特許流通コーディネータ）
県知的所有権センター ☎0766-29-1252

デジタル化・DX 機関名 電話番号

支
援
機
関

① とやまDXコンソーシアム
対象：富山県内にお勤め・在住で、デジタル化、DXを推進している方など
内容：（ⅰ）県内企業におけるデジタル化・DXの取組事例紹介

（ⅱ）企業のデジタル人材の育成支援
（ⅲ）国、県、民間団体のデジタル化、DXに関する施策情報の発信

とやまDXコンソーシアム
（県経営支援課内） ☎076-444-3249

② デジタル化相談窓口
対象：中小企業等
内容：相談対応、出前講座、伴走型支援プロジェクトにより企業のデジタル化を支援

（公財）富山県新世紀産業機構 ☎076-444-5608 

商工団体連絡先
機関名 電話番号

富山県商工会連合会 ☎076-441-2716

富山商工会議所中小企業支援部 ☎076-423-1171
高岡商工会議所 ☎0766-23-5000
氷見商工会議所 ☎0766-74-1200
射水商工会議所 ☎0766-84-5110
砺波商工会議所 ☎0763-33-2109
滑川商工会議所 ☎076-475-0321
魚津商工会議所 ☎0765-22-1200
黒部商工会議所 ☎0765-52-0242
富山県中小企業団体中央会 ☎076-424-3686

3

技術開発・デザイン・デジタル化等

県制度融資の詳細はこちら

とやま中小企業
チャレンジファンド事業の
詳細はこちら
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下請取引・販路拡大 機関名 電話番号
支
援
機
関

① 下請かけこみ寺
対象：中小企業・個人事業主
内容：企業間取引についての相談対応、必要に応じて弁護士による無料相談等

下請かけこみ寺
（（公財）富山県新世紀産業機構内）

☎0120-418-618
☎076-444-5622

支
援
機
関

② 価格転嫁サポート窓口
対象：中小企業・個人事業主
内容：価格交渉や価格転嫁に関する問題解決のための相談対応

富山県よろず支援拠点
（（公財）富山県新世紀産業機構内） ☎076-444-5605

助
成
・
補
助

③ 販路開拓挑戦応援事業（とやま中小企業チャレンジファンド）
対象：国内外の見本市・展示会等への出展などの販路開拓を行う中小企業者及

び中小企業者のグループ
内容：見本市等出展に要する経費の一部を助成

（ⅰ）県外分　助成率1/3、上限25万円（首都圏35万円）
（ⅱ）国外分　助成率1/3、上限50万円（県外分との組み合わせ可）

（公財）富山県新世紀産業機構

☎076-444-5603

④ 小さな元気企業応援事業（とやま中小企業チャレンジファンド）
対象：小規模企業者※及び小規模企業者のグループ
内容：商工団体の経営指導等を受けた事業計画に基づく（又は2社以上の小規

模企業者の連携による）販路開拓等に要する経費の一部を助成
（ⅰ）県外分　助成率1/2、上限25万円（首都圏35万円）
（ⅱ）国外分　助成率1/2、上限50万円（県外分との組み合わせ可）
※従業員数が、製造業では20人以下、商業・サービス業では5人以下の事業者

☎076-444-5605

そ
の
他
支
援

⑤ トライアル発注認定制度（新事業分野開拓事業者認定事業）
対象：新商品・新サービスの開発によって新たな事業分野の開拓を図るベンチャー

企業、中小企業者等
内容：当該事業者の新商品・新サービスを県が

認定し、随意契約で優先的な調達に努め、
利用後の意見をフィードバック

県スタートアップ
創業支援課 ☎076-444-8908

⑥ 下請取引のあっせん
対象：発注又は受注を希望する企業
内容：受発注の紹介・あっせん、発注企業情報等の提供

（公財）富山県新世紀産業機構 ☎076-444-5603

⑦ 商談会（東京、大阪、名古屋等）の開催
対象：発注又は受注を希望する企業
内容：受注企業と発注企業との個別の商談、情報交換等により、取引のあっせんを促進

⑧ 中小企業大都市圏販路開拓支援事業
対象：県内に事業所を有する中小企業者
内容：「販路開拓マネージャー」が販路開拓に関する助言を行うほか、大都市圏

企業とのマッチングを支援

防災・減災 機関名 電話番号

助
成
・
補
助

① 小規模事業者事業継続力強化補助金
対象：県内の小規模事業者
内容：自然災害の発生に備え、事業継続力強化計画の策定や計画に基づく設備

導入等を補助
（ⅰ）計画策定枠　専門家謝金等への補助（補助率:2/3、上限：20万円）
（ⅱ）計画実行枠　設備導入等への補助（補助率:2/3、上限：100万円）
※（ⅰ）、（ⅱ）は併用可　※両枠とも震災対策の計画の場合、補助率 3/4

富山県商工会連合会
各商工会議所 P3参照

専門家の活用 機関名 電話番号

専
門
家

① 専門家派遣事業
対象：創業又は経営革新等を行い経営の向上を目指す意欲のある県内の中小企業者等
内容：登録専門家が企業を訪問し、財務･経営･技術など経営課題に対して助言

（公財）富山県新世紀産業機構 ☎076-444-5605

② エキスパートバンク事業（経営・技術強化支援事業）
対象：県内の小規模事業者をはじめとする中小企業者、創業予定者
内容：企業の体質改善･強化の問題について、専門家が具体的･実践的に指導･助言

富山県商工会連合会
各商工会議所・商工会 P3参照

③ とやま中小企業・小規模事業者サポート事業
対象：信用保証を受けている又は受けようとする県内の中小企業・小規模事業

者（創業者を含む）
内容：専門家派遣による経営改善計画・創業計画策定、売上向上など個別課題に

対するアクションプラン策定及びフォローアップ

富山県信用保証協会 ☎076-423-3171
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企業再生 機関名 電話番号

支
援
機
関

① 富山県中小企業活性化協議会
対象：収益力改善・事業再生・再チャレンジを考えている方
内容：窓口相談の実施や対応策のアドバイス等専門知識を持った

スタッフが支援

富山県中小企業活性化協議会
（（公財）富山県新世紀産業機構内） ☎076-444-5663

事業承継 機関名 電話番号

支
援
機
関

① 富山県事業承継・引継ぎ支援センター
対象：事業承継を検討されている経営者、後継者候補等
内容：事業承継に関する相談対応、後継者人材バンクによる起業家

引き合わせ、M&A仲介業者への橋渡し等

富山県事業承継・
引継ぎ支援センター

（（公財）富山県新世紀産業機構内）
☎076-444-5625

税
　
制

② 事業承継円滑化のための税制措置
対象：非上場会社の株式等の相続又は贈与を受けた後継者の方
内容：相続税や贈与税の納税猶予等

富山税務署
高岡税務署

☎076-432-4191
☎0766-21-2501

融
　
資

③ 創業・事業承継支援資金［事業承継支援枠］（県融資制度）
対象：後継者不在等のため存続見通しがつかない中小企業者から当該事業を承

継しようとする方
相続時の資金繰りが困難なこと等により事業の存続見通しがつかない相続人

内容：融資限度額5,000万円(建物(土地)取得の場合1億円、うち運転資金3,000
万円）、融資利率年1.25％以内

県経営支援課 ☎076-444-3248

④ 創業・事業承継支援資金
［事業承継支援枠（事業承継特別保証利用時）］（県融資制度）

対象：専門家の確認を受けて、「事業承継特別保証制度」を利用する中小企業者
内容：融資限度額8,000万円(建物(土地)取得の場合1億円、うち運転資金8,000

万円）、融資利率年1.20％以内

助
成
・
補
助

⑤ 富山県事業承継つなぐサポート事業費補助金
対象：（ⅰ）県内に事業所を置く中小企業者

（ⅱ）後継者候補
内容：（ⅰ）事業承継事業：事業用資産や企業価値の算出など事業承継に要する費用

を補助（補助率 中小企業1/2以内、小規模企業2/3以内、上限50万円）
※「富山県事業承継・引継ぎ支援センター」の支援を受けた事業において発生する経費が対象

（ⅱ）視察事業：県内中小企業への視察旅費を補助（補助率1/2以内、上限20万円）
※「富山県事業承継ネットワーク構成機関」の推薦が必要

投
資 ⑥ 元気とやま中小ベンチャー総合支援ファンド事業（再掲「創業支援」④）

そ
の
他
支
援

⑦ 経営者保証を不要とする事業承継特別保証、経営承継借換関連保証
（保証協会制度）

対象：事業承継の段階において、一定の要件を満たす中小企業者
内容：保証限度額（事業承継特別保証）普通保証2億円、無担保保証8,000万円

（経営承継借換関連保証）＜別枠＞普通保証2億円、無担保保証8,000万円

富山県信用保証協会 ☎076-423-3171

設備導入 機関名 電話番号

融
　
資

① 設備投資促進資金（県融資制度）
対象：工場･店舗･事務所等の新増設や機械設備、事業用車両、店舗設備等を導入

する中小企業者
内容：融資限度額5,000万円（建物（土地）取得の場合1億円、うち運転資金

1,000万円）、融資利率年1.65%以内
県経営支援課 ☎076-444-3248② 設備投資促進資金［生産性革命推進枠］（県融資制度）

対象：老朽化した設備から生産性又はエネルギー効率が1％以上向上する設備への
入替えもしくは新たに増設する中小企業者、販売又は役務の提供に係る業務
向上のための設備を導入し、業務効率の1%以上の向上を図る中小企業者

内容：融資限度額5,000万円（うち運転資金1,000万円）、融資利率年1.25%以内
※国や県の補助金を活用し、エネルギー効率向上や炭素排出量削減に資する設備

投資等を行う場合は当初３年間実質無利子、小規模事業者等は年1.20%以内
③ 脱炭素化モデル中小企業育成事業費補助金
対象：再エネ・省エネ設備を導入する県内中小企業者
内容：自家消費型太陽光発電設備＜補助率5万円/kW、上限500万円＞

水力発電設備＜補助率2/3、上限500万円＞
地中熱利用設備＜補助率2/3、上限500万円＞
地下水熱利用設備＜補助率2/3、上限500万円＞
太陽熱利用設備＜補助率2/3、上限500万円＞
高効率空調機器＜補助率1/2、上限500万円＞
高効率給湯機器＜補助率1/2、上限500万円＞
業務用蓄電池＜補助率1/3、上限50万円＞

県エネルギー政策課 ☎076-444-9658
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働き方改革・女性活躍 機関名 電話番号

情
報
提
供

① Good!! Work ＆ Life とやま
対象：事業主、県民
内容：企業参加型ウェブサイトを

通じ、働き方改革・女性活躍
のヒントとなるさまざまな
情報を提供、認証制度等の
登録受付

県働き方改革・
女性活躍推進課

☎076-444-3137

② 働き方改革コミュニティ「Smart Lab TOYAMA」
対象：働き方改革に関心のある事業主、人事部門、県民
内容：官民協働のコミュニティを運営し、働き方改革に関するオンライン

上での相談や、オンラインやリアルイベント開催による交流を促進

助
成
・
補
助

③ 働き方改革・女性活躍サポート事業
対象：県内に事業所を有する企業、個人事業主、団体（協同組合、社団法人など）
内容：働き方改革・女性活躍推進に関する取組みに係る経費の一部を補助

ソフト整備　補助率1/2、上限25万円
☎076-444-3328

④ 男性の育児休業取得促進事業
対象：育児休業を取得した男性従業員を雇用する中小企業等
内容：男性従業員が育児休業を取得し、職場に復帰した場合に取得期間に応じ

て補助
（ⅰ）連続した５日以上の育児休業　５万円
（ⅱ）連続した１か月以上の育児休業　10万円
（ⅲ）連続した３か月以上の育児休業　20万円

☎076-444-3137⑤ 事業所内保育施設推進事業補助金
対象：事業所内保育施設（定員10人未満）の設置・運営を行う事業主（複数の事

業主による共同設置を含む）
内容：（ⅰ）設置費　補助率1/2、上限1,000万円（建築費等750万円、備品費等250万円）

（ⅱ）運営費　1～5年目　補助率1/2、上限200万円
6～10年目　補助率1/3、上限130万円

⑥ 事業所内保育施設共同設置促進補助金
対象：国の助成を受けて共同で事業所内保育施設を設置する複数の事業所
内容：共同設置にかかる調整に要する経費の一部を補助（上限30万円）

セ
ミ
ナ
ー

⑦ 企業と従業員のウェルビーイング創出事業
対象：県内の業界団体等
内容：働き方改革や女性活躍の取組みを促進するため、希望に応じて専門の講師

を派遣
「男性育休の取得促進、男性の家事・育児参画促進」「柔軟な働き方促進」
「仕事と介護の両立促進」の３コース

☎076-444-3137

そ
の
他
支
援

⑧「とやま女性活躍企業」認定制度
対象：県内に事業所を有する企業、団体等
内容：女性管理職比率や時間外労働等の時間数等の認定基準を満た

す企業を認定・支援
☎076-444-3328

賃上げ 機関名 電話番号

助
成
・
補
助

① 富山県賃上げサポート補助金
対象：県内中小企業（事業場規模30人未満の事業者）
内容：国の「業務改善助成金」の支給決定を受けた事業者に対して、

一律（1/10）の上乗せ補助
※業務改善助成金の助成上限額の 1/10 を上限

県人材確保推進課

☎076-444-4608

② 富山県キャリアアップ奨励金
対象：県内中小企業（富山県内に雇用保険適用事業所を有する中小企業事業主）
内容：国の「キャリアアップ助成金」の各コースに沿って実施する非

正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に対して１人当たり10
万円を支給（支給対象が事業所単位のものは１事業所当たり）
※キャリアアップ助成金の助成額の1/2を上限

☎076-444-8897
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人材確保 機関名 電話番号

支
援
機
関

① 富山くらし・しごと支援センター
対象：求人を募集したい県内企業
内容：求人（県内企業）と求職者（県へのＵIJターン就職希望者）のマッチングを実施

富山くらし・しごと支援センター ☎0120-108-250

② 富山版「プロフェッショナル人材・副業兼業人材確保プロジェクト」
対象：プロフェショナル人材・副業兼業人材を活用したい県内企業
内容：県内企業のプロフェッショナル人材や副業・兼業人材の活用を支援

富山県プロフェッショナル
人材戦略本部 ☎076-411-9156

③ 富山県インターンシップ推進センター 
対象：インターンシップを実施する県内企業
内容：県内企業が実施するインターンシップ情報をWEBで公開、マッチング

富山県インターンシップ
推進センター ☎076-482-3420

④ とやまシニア専門人材バンク 
対象：専門性や豊富な経験を有するシニア人材を求める県内企業
内容：専門性や豊富な経験を有するシニア人材とシニア人材を求める企業とのマッチングを支援

とやまシニア専門人材バンク ☎076-444-4289

情
報
提
供

⑤ 就活ラインとやま 
対象：県内企業、県内就職を検討する求職者
内容：ウェブサイトを通じて、県内企業の魅力や情報を県内外の求職者に発信

サイト内でのマッチングを支援
県人材確保推進課 ☎076-444-4558

障害者雇用 機関名 電話番号

支
援
機
関

① 障害者就業・生活支援センター
対象：障害のある方の雇用に取り組んでいる、またはこれから取り組みたい企業
内容：就業や、それに伴う生活上の相談、職場の環境改善など各種相談、

各支援機関との調整、助成制度の紹介

富山障害者就業・生活支援センター ☎076-467-5093
高岡障害者就業・生活支援センター ☎0766-26-4566
新川障害者就業・生活支援センター ☎0765-78-1140
砺波障害者就業・生活支援センター ☎0763-33-1552

助
成・補
助

② 障害者チャレンジトレーニング事業
対象：障害者就業・生活支援センターを通じて、障害者の職場実習を受け入れる企業
内容：謝金として実習1日あたり1,000円を支給（期間は原則として3日間～1ヶ月程度） 県人材確保推進課 ☎076-444-8897そ

の
他
支
援

③ 企業の障害者雇用担当者への個別支援事業
対象：障害者法定雇用率未達成の県内に本社を置く企業
内容：民間のコーディネーターが採用前から採用後まで一貫した個別支援を実施

外国人雇用 機関名 電話番号

助
成・補
助

① 外国人材活用・定着促進事業
【とやま外国人材活用・定着支援デスク】
対象：外国人材の活用を考える県内企業
内容：①外国人材の受入制度や県内企業での活用事例についての理解を深めるためのセミナーの開催

②在留資格制度や採用方法など外国人材の活用に関する総合的な相談対応
③アジア等の大学や日本語学校と連携した信頼性の高い外国人材紹介会社（６社）を通じた安心なマッチング支援

【補助金】
対象：支援デスクを経由し、県が連携契約する人材紹介会社を通じてマッチングした外国人材に対

して、日本語やビジネスマナー等の現地教育（富山就職プログラム）を実施した県内中小企業
内容：支援デスクを経由し、県が連携契約する人材紹介会社を通じてマッチングした外国人材に対して、日本語やビ

ジネスマナー等の現地教育（富山就職プログラム）を実施した場合、現地教育に要する費用等の一部を補助
県外国人共生社会推進課 ☎076-444-8873② 外国人材定着総合支援事業費補助金　※以下３つののメニューから選択

〇日本語習得サポート補助
対象：外国人材を雇用している企業、登録支援機関、監理団体 など
内容：県内企業等が実施する日本語能力向上のための研修について、その費用の一部を補助
〇外国人材地域交流促進補助
対象：外国人材を雇用している企業、登録支援機関、監理団体、経済団体 など
内容：地域住民と外国人材との交流をとおして、外国人材の企業定着の事業効果

が見込まれる取組を募集し、当該取組に要する費用の一部を補助
〇外国人材が働きやすい職場環境整備補助
対象：外国人材を雇用している企業
内容：外国語業務マニュアルの作成など外国人材の働きやすい職場環境整備に

対する取組について、当該取組に要する費用の一部を補助
人材育成・能力開発 機関名 電話番号

助
成・補
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① とやま人材リスキリング補助金
対象：県内に主たる事業所を置く事業主
内容：教育訓練機関が提供する教育訓練※を活用して行う従業員のリスキリングに要した

経費の一部を補助（補助率・補助額　訓練経費の3/4、賃金1人1時間あたり1,000円）
※時間数10時間未満（人材開発支援助成金の対象となる教育訓練を除く）

県労働政策課 ☎076-444-3260
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② とやま中小企業人材育成カレッジ
対象：中小企業の経営者、管理者等
内容：経営管理等に関する研修を実施し､経営環境の変化に適切に対応できる中小企業の人材を養成

富山県商工会連合会 ☎076-441-2716

③ 現場の技術・技能伝承支援事業
対象：生産現場の管理・監督者及びその候補者
内容：品質・生産性向上のための課題解決方法や、人材育成方法等の習得を図る研修事業を実施

県労働政策課 ☎076-444-3259

④ 能力開発セミナー（通年）
対象：県内企業等の従業員
内容：既定のメニューによるレディメイド型訓練のほか、企業ニーズに応じ実施するオーダーメイド型訓練を実施

オーダーメイド型訓練の一例…3Dプリンター、TIG溶接、グローバル人材育成、ビジネス・コーチング
県技術専門学院 ☎076-451-8802
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